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 原発事故が発生してから既に 4 ヶ月が過ぎたが、復興への歩みは悲しいことに予想していたように一向にはかどら

ない。新たな問題として、放射能汚染された肉牛が人々を不安がらせている。ずさんな政府対応がみえ、残念である。

そのような中で、なでしこジャパンの快挙は涙が出るほど感動的な出来事であり、祝福と感謝の気持ちで一杯だ。 

 7 月 19～21 日台風 6 号が四国・近畿・中部に襲来した。自転車並みの速度で移動する巨大な台風は、各地に記録

的な降雨をもたらし、各地で傷跡を残し、東日本震災地区においても新たな傷を残して去って行った。被災者の方々

にとってはまた悲しみを積み上げてないか心配である。 

たまたま、この連休を利用して、高齢者の介護のために車で長野県を訪れていた筆者は、帰路にこの台風に遭遇

してしまった。岡谷から大阪吹田までの間、交通事故による通行禁止1ヶ所と雨のための通行禁止1ヶ所の計2度の

通行禁止に遭遇した。帰路にかかった時間は約 26時間を要した。 

もっとも多くの時間を過ごしたのは、養老パーキングエリア（以下 PA）である。養老 PA までは交通事故による通行

禁止の解除を待っていたので、到着は 21 時頃になった。養老 PA の先の関ヶ原から通行禁止になっている。18 時ご

ろ中央道で得た情報と変わりがない。翌朝の 2 時頃まで変わった情報が入らないか時間をおいてチェックしたが「大

阪方面に行かれる方に通行禁止情報をお知らせします。雨のため関ヶ原から彦根まで通行が禁止になっています。」

のみが繰り返されるものであった。「関ヶ原から一般道○○号線で彦根に向かえば、高速に問題なく乗れます」とか、

「一般道の走行に支障はない」、といった筆者にとって有用な情報はどこからも入らなかった。その間、「養老 PA 付近

で大型自動車による追突事故が発生し、事故処理と現場検証のため、養老から岐阜羽島まで交通禁止になっていま

す」との情報が流された。事故はどうも 21 時 45 分と深夜１時半ごろの 2 回あったようである。腹をくくって車の中で仮

眠することにしたが、足が伸ばせず、激しい雨音と車が強風で揺れ、寝付かれない夜であった。 

 翌朝 10 時頃になってようやく 2 人の係員（道路公団？）がやってきて、一時的に関ヶ原から彦根間の通行禁止を解

除するので、その機会を利用するようにとのことであった。半信半疑で、この提案に従って車を動かしたが、なんと駐

車場から本線までにかかった時間は 1 時間を越え、そこから関ヶ原インターまでも 1 時間を要した。関ヶ原インターを

越えると何の障害もなく、今までが嘘のように渋滞がなく、疲れて目がしょぼついてきたが、なんとか大阪の自宅に帰

り着けた。 

 意図したわけでもなく、避けられた台風との遭遇ではあるが、自然災害被災者になった気分である。この経験から、

被災者は、「忍耐強くあらねばならない」、「知りたい情報はえられない」、「情報なしの環境に、長時間放置される」こと

などが要求されることを知った。筆者はPAで仮眠したので、トイレや食事は不自由ではなかったが、なにもないところ

では非常に困る問題であろうかと思う。このようなレベルでは各位からお叱りをいただくと思われるが、被災者に対す

る救済処置は、当たり前のことであるが、被災者の身になって考えることができるかが重要であることを、この機会を

通じて改めて再認識できた。分かっているようで意外と分ってない問題点ではないかと思う。 

なお、なでしこジャパンの不屈な精神力を被災地の方々に期待するのは酷ではないかと思われる。支援者が必ず

復興させるとの粘り強い気持ちを持ち続け、支援することの方がなでしこジャパンが身をもって示した姿ではないかと

思われる。 

（Sin） 
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